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委員長 　出席委員定足数に達しておりますので，平成２８年第６回大崎市教
育委員会定例会は，成立いたしました。

　これから会議を開きます。

委員長 　はじめに，平成２８年第５回定例会の会議録の承認を求めます。
　内容について，ご異議ありませんか。

松本委員 　3点ほど確認をお願いいたします。
　日程第４　議案第２８号「大崎市社会教育委員の委嘱について」の
審議の中で，委員長の発言の中で社会教育委員の会議からの諮問を教
育委員会にいただきました。とありますが，諮問ではなくて答申を教
育委員会にいただきましたではないでしょうか。
　その次の行に基幹公民館が誤字ではないでしょうか。
　各課・館からの報告で副参事が前任者の名前になっています。
　以上３点です。

委員長 　確認いたします。
　社会教育委員の会議からの諮問とありますがそれを答申と，基幹公
民館の誤字，各課・館からの報告の名前の訂正ということでございま
す。
　その他ございませんか。

　ご異議ないものと認め，会議録を承認いたします。

　本日の会議録署名委員を指名いたします。
　松本委員にお願いいたします。

　教育長報告を申し上げます。
　はじめに，学校教育について申し上げます。
　６月１１日に，「加美町陶芸の里　陸上競技場」において「第１１
回大崎市中学校総合体育大会　陸上競技大会」を行いました。
　晴天のもと，大崎管内の中学生が日頃の練習の成果を，いかんなく
発揮し，男子１６種目・女子１４種目において，活躍いたしました。
　入賞等果たした生徒たちは，７月２３日，２４日に行われる宮城県
中学総合体育大会へ出場いたします。生徒たちのさらなる活躍を期待
しております。
　続いて，子どもたちの歯・口の健康づくりのために，今年度より岩
出山・鳴子地域の小中学校において，ブラッシング指導を中心とした
歯周炎対策事業を実施しております。
　６月１６日に，岩出山中学校生徒を対象に，東北大学大学院歯科研
究科の歯科衛生士の伊藤恵美（いとうえみ）先生をお招きし，講話を
いただきました。
　自分で健康をコントロールし改善していく，というヘルスプロモー
ションの考え方について説明を受けた後，１年生の生徒を中心に，実
践形式で歯周炎予防等について学びました。

教育長



　芸術文化活動について申し上げます。
　音楽が聞こえる都市（まち）づくり事業の一環であります平成２８
年度音楽アウトリーチ事業がはじまりました。
　６月８日に，鬼首小学校でコーラス部門の演奏会にはじまり，６月
１６日は，鳴子小学校で和太鼓部門の演奏会を実施しております。ま
た，６月２０日には，鹿島台小学校で鑑賞型の学校コンサートを行い
ました。
　７月以降も対象校において，「見て・聞いて・体感」する各種の演
奏会を行ってまいります。
　６月１８日より松山ふるさと歴史館で開催している「大崎市松山ふ
るさと歴史館企画展・郷土が誇る洋画家・渡邊亮輔展」を開催してお
ります。
　東京美術学校で黒田清輝に師事し，３１歳という若さでこの世を
去った松山出身の渡邊亮輔の油彩画等を中心に展示しております。来
館者も多く，明治期の貴重な絵画等に触れることで好評を博しており
ます。

　インターハイの準備について申し上げます。
平成２９年８月に鳴子スポーツセンターを会場として行われる「全国
高等学校総合体育大会　相撲競技大会」，いわゆる「南東北インター
ハイ」に向けて，６月１日に関係機関・団体の皆さまに参加しただき
実行委員会を設立しました。
　明日，明後日は，この「南東北インターハイ」のプレ大会と位置付
けられている「第６９回東北総体相撲選手権大会」が鳴子スポーツセ
ンターを会場に行われる運びとなっております。

　学校における防災訓練についてご報告申し上げます。
　６月２日に，鹿島台地域において幼稚園・保育所・小学校・中学校
の合同防災訓練を，また６月７日には，田尻地域の幼稚園・小学校・
中学校・高校の合同引き渡し訓練を実施いたしました。
　地震発生を想定し園児，児童，生徒，教職員が一体となり，避難・
誘導のうえ，保護者等へ安全に引き渡しできるよう訓練いたしまし
た。当日は事故なく終了いたしましたが，車両の導線，校庭の活用，
連絡スタッフの確保等々について，関係機関と協議しながら，地震発
生に備えていきたく考えております。

　最後に６月１６日よりはじまりました大崎市議会第２回定例会につ
いて，ご報告申し上げます。
　２１日及び２２日に，一般会計補正予算案等に関する議案質疑が行
われました。幼稚園，小中学校に対する研究支援事業，体育施設改修
事業を中心に，６人の議員よりご質問をいただきました。予算内容等
ご説明申し上げ，ご承認いただきました。
　２７日から２９日にかけて，一般質問が始まります。９人の議員よ
り学校教育関連，社会教育関連・文化財保護，図書館運営等々の通告
がありました。また３０日には，「三本木小学校校舎大規模改造工
事」及び「古川第一小学校水泳プール改築工事」の工事請負契約の締
結について，質疑が行われる予定となっております。
　教育委員会として考え方をご説明申し上げ，理解を得てまいりま
す。
　
　以上で，教育長報告を終わります。

委員長 　ただいまの教育長報告について，補足説明があれば，説明願いま
す。

教育長



教育部長 　ただ今教育長報告にありました議会関係につきまして，若干補足さ
せていただきます。
　議案審議の中で補正予算をご承認いただきましたが，先ほど申し上
げました研究支援事業につきましては宮城防災教育推進協力校，それ
から幼，保，小連携推進事業，実践的安全教育総合支援事業というこ
とで研究支援の認定をいただいたところでございます。
　また，施設の改修経費といたしましては大貫幼稚園の床下補修，松
山公民館の図書館のエアコン改修，古川総合体育館の暗幕改修，田尻
総合体育館事務室のエアコン改修等の改修工事等の補正予算の承認を
頂いているところでございます。
　教育長報告でもありましたように，来週４日間一般質問で教育長が
申し上げた事項について，教育委員会の考え方をお示しご承認いただ
く予定でございます。
　以上でございます。

委員長 　教育長報告につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がないものと認め，教育長報告を承認いたします。

委員長 　次に，専決処分報告に入ります。
　「大崎市奨学資金貸与事業運営委員会委員の委嘱について」
　学校教育課長から報告願います。"

学校教育課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

（質疑応答）

委員長 　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委員長 　次に，「大崎市青尐年問題協議会委員の委嘱について」
　生涯学習課長から報告願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

（質疑応答）

委員長 　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委員長 　本日，追加の専決処分報告が事務局より提案されております。
　「大崎市図書館協議会委員の委嘱について」
　図書館長から報告願います。

説明員 （　説　明　）

委員長
　委嘱期間が平成２８年６月１日から平成３０年３月ではなくて，平
成５月３１日ということでご訂正願いたいと思います。

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。



（質疑応答）

委員長 　質疑がなければ、ただいまの専決処分報告について承認します。

委員長 　次に，日程第１　議案第３７号「大崎市スポーツ推進審議会委員の
委嘱について」を議題といたします。
　生涯学習課長　説明願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

委員長 　質疑がなければ，本案についてご異議なしと認め，原案のとおり決
定いたします。

委員長 　次に報告事項に入ります「体育施設の指定管理について」　生涯学
習課長　説明願います。

生涯学習課長 （　説　明　）

委員長 　ただいまの件につきまして，質疑はありませんか。

松本委員 　今回の指定管理選定については非公募とするというのは決定という
ことのようなんですけれども，スケジュールについてなんですがもう
尐し前倒しをして，９月議会に提案するとかできないのでしょうか。
６月から管理者募集要綱の作成は必要ないと思いますが，非公募なの
で。であれば指定管理者の方に実施計画というかそういうようなこと
を早めに出してもらうようにお願いをし，選定委員会の開催等も前倒
しというのはスケジュール的には出来ないのでしょうか。

教育部長 　実は今回の２１日，２２日の議案審議の中で，別件ではありました
けれども指定管理者制度の議案が市長部局から提案された事案があり
ました。結果否決ということになりました。否決の理由はいろいろあ
ろうかと思いますが，それを受けまして私どももきちんとした受託者
側が受託する条件を整理する時間を取りたいというのが第１点です。
　もう一つは否決理由の中に選定委員会の部分の意見がございまし
て，すこし選定委員会の選任ついても尐し時間をかけて，市長部局と
調整をしながら選定をしたいというのがございましてここの期間２か
月ほど時間をいただきたいなということでございますのでよろしくお
願いいたします。

松本委員 　そういう事であればそんなに急がずにゆっくり審議していくという
のも必要かなと納得いたしました。先ほど私がどうして質問したかと
言いいますと，受ける方は早めに決定通知をいただくと気持ち的に安
心していろいろな事業を前向きにやっていけるのかなという思いから
質問させていただきましたが，部長さんの話から納得いたしました。



委員長 　指定管理の流れの中で地域の方々が行う事については，非常に地域
の自治とか市民との協働という観点からは素晴らしいことだな思いま
す。反面専門性の担保というのはどういう風に確保していただけるの
か，これが行政の大きな役割なのかなと，つまり受けて計画立案す
る，それから実際に運営する，お金の処理をする，そういった作業が
正直，地域の会で出来かねるような中身のものもたぶんあるのかな
と，そういった時にありえないと思いますが，まかせきりとかという
わけではなくて公民館の時のように誰か指導的な立場の方がたまに巡
回をするとか，あるいは会計処理の時に相談にのったりとか，サポー
トする仕組みと体制を作って保っていただければなと，そうしないと
地域の自治と言っても仕事を持っている人たちとか入ってきていると
思います。今でもやっていると思いますが，さらにご検討いただいて
支えていただきますよう特に生涯学習課では一杯抱えていらっしゃい
ますからよろしくお願い申し上げます。

委員長 　質疑がなければ，本案については，了といたします。

委員長 　以上で，本日の教育委員会定例会を終了いたします。

委員長 　次に，各課・館の報告に入ります。
教育部長→参事→中央公民館長→教育総務課長→学校教育課長→生涯

学習課長→文化財課長→図書館長→学校教育課副参事

閉　　会 この会議録の作成者は次のとおりである。

　教育総務課　総務担当　係長　角力山　淳

　上記記録の正確なることを認め，ここに署名する。

　平成　　 　年　 　　月　　　 日

　　　　　委員長

　　　　　署名委員


